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仁
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縵
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古
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と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実　
「
縵
」
と
「
矛
」　

常
世
国　

垂
仁
天
皇

　
　
　

要
旨

　
『
古
事
記
』
垂
仁
天
皇
条
に
、「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
を
将
来
す
る
説
話
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
多
遅
摩
毛
理
は
垂
仁
の
命
に
よ
っ
て
常
世
国
に
赴
き
、�

木
の
実
を
「
縵
八
縵
・
矛
八
矛
」
将
来
す
る
。
こ
こ
で
木
の
実
は
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
は
な
く
、「
縵
」
と
「
矛
」
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、「
縵
」
と�

「
矛
」
が
当
該
説
話
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
の
か
考
察
し
て
い
く
。

　
「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
は
、「
そ
の
時
と
定
め
る
こ
と
な
く
輝
く
木
の
実
」
の
意
で
あ
り
、
常
世
国
か
ら
齎
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
古
事
記
』
に
お
け

る
常
世
国
は
、
穀
物
神
の
霊
力
を
天
皇
に
付
与
す
る
異
界
と
考
え
ら
れ
る
。
木
の
実
自
体
に
特
別
な
霊
力
が
宿
っ
て
い
る
筈
だ
が
、
こ
こ
で
「
縵
」
と
「
矛
」
に�

な
っ
て
い
る
意
義
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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國
學
院
大
學
紀
要
　
第
六
十
二
巻
（
二
〇
二
四
年
）

　
『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
縵
」
は
、
全
て
装
身
具
と
し
て
の
鬘
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
こ
で
の
「
縵
」
も
鬘
（
輪
状
の
も
の
）
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
従
来
、

当
該
の
「
縵
」
を
カ
ゲ
と
訓
ん
で
き
た
が
、
カ
ヅ
ラ
と
訓
む
の
が
妥
当
で
あ
る
。『
古
事
記
』
に
お
い
て
鬘
は
単
な
る
装
身
具
で
は
な
い
。
天
宇
受
売
が
天
の
真

析
を
鬘
に
し
て
「
神
懸
」
を
す
る
よ
う
に
、
神
聖
な
呪
具
で
あ
る
。
特
に
、『
万
葉
集
』
四
二
八
九
番
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
主
君
の
繁
栄
を
寿
ぐ
も
の
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
。

　
「
矛
」
に
つ
い
て
は
、
矛
を
杖
と
し
て
用
い
た
と
い
う
『
古
事
記
』
の
例
か
ら
棒
状
の
も
の
と
見
る
。
矛
も
単
な
る
武
器
で
は
な
く
、
呪
力
を
持
っ
た
も
の
と

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
代
文
献
に
お
い
て
は
、
荒
ぶ
る
神
の
力
を
鎮
め
、
国
土
平
定
や
統
治
権
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
当
該
説
話
に
お
い
て
「
縵
」
は
天
皇
家
の
繁
栄
を
象
徴
し
、「
矛
」
は
天
皇
家
に
神
を
鎮
め
る
力
を
付
与
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。「
縵
」
と
「
矛
」
は
、
木
の
実
の
呪
力
を
別
々
の
側
面
か
ら
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
る
。『
古
事
記
』
で
は
、「
縵
四
縵
・
矛
四
矛
」
が
比
婆
湏
比

売
に
献
上
さ
れ
て
い
る
。
穀
物
神
の
霊
力
が
宿
っ
た
木
の
実
が
比
婆
湏
比
売
の
手
に
渡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
景
行
天
皇
の
皇
位
継
承
の
正
統
性
を
語
っ
て
い
る
の

だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

は
じ
め
に

　
『
古
事
記
』
中
巻
・
垂
仁
天
皇
条
に
、
多
遅
摩
毛
理
が
常
世
国
か
ら
「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
を
将
来
す
る
説
話
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
そ
の
箇

所
を
記
す（

１
）。

　
　

�

又
、
天
皇
、
三
宅
連
等
が
祖
、
名
は
多
遅
摩
毛
理
を
以
て
、
常
世
国
に
遣
し
て
、
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
を
求
め
し
め
き
。
故
、
多
遅
摩
毛
理
、
遂
に
其

の
国
に
到
り
、
其
の
木
実
を
採
り
て
、
縵
八
縵
・
矛
八
矛（

２
）を
将
ち
来
る
間
に
、
天
皇
、
既
に
崩
り
ま
し
き
。
爾
く
し
て
、
多
遅
摩
毛
理
、
縵
四
縵
・
矛
四
矛

を
分
け
て
、
大
后
に
献
り
、
縵
四
縵
・
矛
四
矛
を
以
て
、
天
皇
の
御
陵
の
戸
に
献
り
置
き
て
、
其
の
木
実
を
擎
げ
て
、
叫
び
哭
き
て
白
さ
く
、「
常
世
国
の

と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
を
持
ち
て
、
参
ゐ
上
り
て
侍
り
」
と
ま
を
し
て
、
遂
に
叫
び
哭
き
て
死
に
き
。
其
の
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
は
、
是
今
の
橘
ぞ
。

　

多
遅
摩
毛
理
は
、
垂
仁
天
皇
の
命
に
よ
っ
て
常
世
国
へ
木
の
実
を
採
り
に
行
き
、「
縵
八
縵
・
矛
八
矛
」
を
将
来
す
る
。
し
か
し
そ
の
間
に
天
皇
は
崩
御
し
て

し
ま
い
、
大
后
で
あ
る
比
婆
湏
比
売
命
に
「
縵
四
縵
・
矛
四
矛
」
を
献
上
し
、
も
う
半
分
を
天
皇
陵
の
戸
に
捧
げ
た
後
、
死
に
至
る
。 五

二



垂
仁
記
「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
将
来
説
話
に
お
け
る
「
縵
」
と
「
矛
」
の
意
義

　

垂
仁
紀
九
十
年
二
月
～
九
十
九
年
明
年
三
月
条
に
も
木
の
実
将
来
説
話
が
載
り
、
田
道
間
守
は
「
非
時
香
菓
」
を
「
八
竿
八
縵（
３
）」
齎
し
た
と
あ
る
。『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』
共
に
、
木
の
実
は
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
は
将
来
さ
れ
ず
、『
古
事
記
』
の
場
合
は
、「
縵
」
と
「
矛
」
を
持
ち
帰
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ�

「
縵
」
と
「
矛
」
と
を
将
来
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、「
縵
」
と
「
矛
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
当
該
説
話
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

意
義
を
有
す
る
の
か
考
察
し
て
い
く
。

　
　
　

一
、
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実

　

ま
ず
は
、「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
（
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
）」
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』（
一
七
九
〇
～
一
八
二
二
年
刊
）
は
、「
と
き
じ
く
」
を
「
其
ノ
時
な
ら
ぬ
を
、
何ナ

ニ物
に
て
も
云（
４
）」
と
し
、
武
田
祐
吉
編
『
上
代
文
學

集
』（
校
註
日
本
文
學
類
従
、
博
文
館
、
一
九
二
九
年
一
月
）
は
「
時
候
は
づ
れ
」
と
解
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
島
悦
次
『
古
事
記
評
釋
』（
山
海
堂
出
版
部
、

一
九
三
〇
年
四
月
）
が
「
時
季
を
定
め
ず
常
に
あ
る
」
木
の
実
と
す
る
よ
う
に
、「
と
き
じ
く
」
を
「
時
節
は
ず
れ
」
と
解
す
る
か
、「
常
に
、
い
つ
も
」
と
解
す

る
か
で
説
が
分
か
れ
る
。

　
「
か
く
」
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
伝
』
の
よ
う
に
香
り
の
意
に
と
る
も
の
が
多
い
が
、
松
前
健
は
「
光
り
輝
く
」
意
と
し
て
「
常
住
不
変
の
輝
く
霊
果（

５
）」
と
解

し
た
。
但
し
、
松
前
は
「
カ
グ
」
と
訓
む
が
、
西
宮
一
民
は
「
カ
ク
」
と
清
音
に
訓
ん
で
、「
輝
（
か
く
）」
の
意
だ
と
す
る
（『
古
事
記�

修
訂
版
』
お
う
ふ
う
、

二
〇
〇
〇
年
十
一
月
、
初
版
一
九
七
三
年
二
月
）。
こ
の
よ
う
に
、「
香
し
い
」
意
か
「
輝
く
」
意
か
に
分
か
れ
る
が
、
そ
の
両
方
を
指
す
と
す
る
説（

６
）も
あ
る
。

　
「
と
き
じ
く
」
に
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
形
容
詞
「
と
き
じ
」
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
万
葉
集
』
の
「
と
き
じ
」
の
用
例
を
見
る
と
、

　
　

①
み
吉
野
の　

耳
我
の
山
に　

時
じ
く
そ
（
時
自
久
曾
）　

雪
は
降
る
と
い
ふ　

間
な
く
そ　

雨
は
降
る
と
い
ふ　

…�

（
巻
一
・
二
六
）

　
　

②
…　

国
見
す
る　

筑
波
の
山
を　

冬
ご
も
り　

時
じ
き
時
と
（
時
敷
時
跡
）　

見
ず
て
行
か
ば　

ま
し
て
恋
し
み　

…�

（
巻
三
・
三
八
二
）

な
ど
と
あ
る（

７
）。
①
は
「
常
に
、
い
つ
も
」
の
意
に
と
れ
、
②
は
「
時
節
は
ず
れ
」
の
意
に
と
れ
る
。「
と
き
じ
」
は
両
様
に
解
釈
で
き
る
の
だ
が
、
①
②
に
共
通

し
て
い
る
こ
と
は
、
あ
る
特
定
の
時
間
・
時
期
と
は
定
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
該
の
場
合
は
ど
ち
ら
か
一
方
に
決
め
る
こ
と
は
難
し
く
、
二
者
択
一

的
に
考
え
ず
に
、「
そ
の
時
と
定
め
な
い
」（
あ
る
特
定
の
時
間
・
時
期
を
指
さ
な
い
）
の
意
に
解
し
た
い
。

五
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國
學
院
大
學
紀
要
　
第
六
十
二
巻
（
二
〇
二
四
年
）

　
「
迦
玖
」
の
訓
み
を
め
ぐ
っ
て
は
、
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』
第
六
巻
（
三
省
堂
、
一
九
七
九
年
十
一
月
、
八
四
頁
）
の
よ
う
に
清
濁
が
共
存
し
て
い
た

と
い
う
意
見
も
あ
る
。
だ
が
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
玖
」
は
全
て
清
音
で
あ
る
た
め
、「
カ
ク
」
と
訓
む
べ
き
で
あ
る
。
垂
仁
紀
に
は
「
香
菓
、
此
に
は
箇
俱0

能
未
と
云
ふ
」（
九
十
年
二
月
）
と
あ
り
、『
万
葉
集
』
に
は
「
香
久0

乃
菓
子
」・「
可
久0

能
木
実
」（
巻
十
八
・
四
一
一
一
）
と
あ
る
。「
俱
」・「
久
」
共
に
清
音
で

あ
っ
て
「
カ
グ
」
と
は
訓
め
な
い（

８
）。
興
福
寺
本
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
（
九
〇
四
年
写
）
の
訓
釈
に
は
、「
炫
、
可
ヽ
ヤ
介
利
」（
第
一
縁
）・「
炫
、
加
ヽ
也
久
」�

（
第
五
縁
）
と
あ
り
、
動
詞
「
輝
く
」
は
「
カ
カ
ヤ
ク
」
と
全
て
清
音
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
該
の
木
の
実
は
「
そ
の
時
と
定
め
る
こ
と
な
く
輝

く
木
の
実
」
の
意
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
単
な
る
木
の
実
で
は
な
く
、
常
世
国
か
ら
齎
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
常
世
国
を
め
ぐ
っ
て
は
、
皇
極
紀
三
年
七
月
条
や
『
万
葉
集
』
一
七
四
〇
番
歌
な

ど
の
用
例
か
ら
、
不
老
不
死
の
国
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
古
事
記
』
に
は
こ
う
し
た
用
例
は
見
当
た
ら
ず
、
不
老
不
死
の
理
想
郷
と
い
う

側
面
は
他
文
献
ほ
ど
強
調
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
常
世
」
の
用
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

③
思
金
神
に
思
は
し
め
て
、
常
世
の
長
鳴
鳥
を
集
め
、
鳴
か
し
め
て
、�

（
上
巻
・
天
の
石
屋
）

　
　

④
然
く
し
て
後
は
、
其
の
少
名
毘
古
那
神
は
、
常
世
国
に
度
り
き
。�

（
上
巻
・
大
国
主
神
の
国
作
り
）

　
　

⑤
亦
、
常
世
思
金
神
・
手
力
男
神
・
天
石
門
別
神
と
を
副
へ
賜
ひ
て
、�

（
上
巻
・
天
孫
降
臨
）

　
　

⑥
故
、
御
毛
沼
命
は
、
浪
の
穂
を
跳
み
て
常
世
国
に
渡
り
坐
し
、�

（
上
巻
・
鵜
葺
草
葺
不
合
命
の
系
譜
）

　
　

⑦�

こ
の
御
酒
は　

我
が
御
酒
な
ら
ず　

酒
の
司　

常
世
に
坐
す
（
登
許
余
邇
伊
麻
湏
）　

石
立
た
す　

少
御
神
の　

神
寿
き　

寿
き
狂
し　

豊
寿
き　

寿
き

廻
し　

奉
り
来
し
御
酒
ぞ　

止
さ
ず
飲
せ　

さ
さ�

（
中
巻
・
仲
哀
天
皇
・
三
九
）

　
　

⑧
呉
床
居
の　

神
の
御
手
も
ち　

弾
く
琴
に　

儛
す
る
女　

常
世
に
も
が
も
（
登
許
余
爾
母
加
母
）�

（
下
巻
・
雄
略
天
皇
・
九
五
）

　

こ
の
う
ち
、
⑧
の
常
世
は
永
遠
不
変
の
意
で
あ
っ
て
、
異
界
と
し
て
の
常
世
国
を
指
さ
な
い
。「
常
世
国
」
と
さ
れ
る
④
⑥
で
は
、
少
名
毘
古
那
神
と
御
毛
沼

命
が
渡
っ
て
い
く
地
と
し
て
登
場
す
る
。
⑦
の
常
世
を
永
遠
不
変
の
意
に
と
る
も
の
も
あ
る
が
、「
少
御
神
」
は
少
名
毘
古
那
神
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も

常
世
国
を
指
す
と
見
て
良
い
。『
古
事
記
』
に
お
け
る
常
世
国
は
、上
巻
で
は
神
が
渡
っ
て
行
き
、中
巻
で
は
逆
に
木
の
実
や
酒
を
齎
す
地
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　

よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
常
世
国
は
穀
物
神
と
関
係
の
あ
る
地
と
考
え
ら
れ
る
。
常
世
国
に
渡
っ
た
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
は
、『
日
本
書
紀
』（
第
八
段

一
書
第
六
）
や
「
風
土
記
」（『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
・『
出
雲
国
風
土
記
』
飯
石
郡
・「
伯
耆
国
風
土
記
逸
文
」）
の
用
例
か
ら
、
穀
物
神
と
い
え
る
。
⑦
で�

五
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垂
仁
記
「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
将
来
説
話
に
お
け
る
「
縵
」
と
「
矛
」
の
意
義

「
酒
の
司
」
と
歌
わ
れ
る
の
も
、
穀
物
神
で
あ
る
こ
と
と
関
係
す
る
だ
ろ
う
。
御
毛
沼
命
の
「
御
毛
」
は
「
御ミ

ケ食
」
と
解
さ
れ
、
こ
れ
も
穀
物
と
関
係
の
あ
る
名

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
③
⑤
の
常
世
の
解
釈
に
は
諸
説
あ
っ
て
定
説
は
な
い
が
、
共
に
天
照
大
御
神
の
霊
力
が
特
に
必
要
と
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
う
し
た

場
に
、
穀
物
と
か
か
わ
る
常
世
を
冠
す
る
鳥
・
神
が
登
場
す
る
の
は
示
唆
的
で
あ
る（

９
）。
な
お
、
天
の
石
屋
条
に
「
常
夜
」
と
あ
る
が
、「
世
」（
乙
類
）
と
「
夜
」�

（
甲
類
）
で
は
仮
名
遣
い
が
異
な
る
た
め
、
考
察
か
ら
外
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
常
世
国
は
、
穀
物
神
と
か
か
わ
り
の
あ
る
地
と
い
え
る
。
特
に
中
巻
に
お
い
て
は
、
天
皇
に
穀
物
神
の
霊
力
を
齎
す

地
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
常
世
国
か
ら
齎
さ
れ
た
「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
は
、
そ
れ
自
体
が
穀
物
神
の
霊
力
を
帯
び
た
特
別
な
木
の
実

の
筈
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
縵
」
と
「
矛
」
を
将
来
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

右
の
前
提
に
立
っ
て
考
察
を
進
め
て
い
く
が
、「
縵
」
の
意
義
付
け
に
関
連
す
る
こ
と
と
し
て
、
次
に
「
縵
」
の
訓
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
　
　

二
、「
縵
」
字
の
訓

　

当
該
に
お
け
る
「
縵
」
字
の
訓
を
め
ぐ
っ
て
、
卜
部
系
諸
本
は
「
カ
ケ
」
と
訓
み
、『
古
事
記
伝
』
が
「
縵
は
、
加カ

ゲ宜
と
訓
べ
し）
（1
（

」
と
す
る
よ
う
に
、
諸
注�

「
カ
ゲ
」
と
訓
ん
で
い
る
。
だ
が
、
異
論
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

敷
田
年
治
『
古
事
記
標
注
』（
一
八
七
八
年
六
月
刊
）
は
、「
縵
字
は
、
吾
古
書
等
に
、
ツ
ル
ま
た
、
カ
ツ
ラ
と
ハ
、
あ
れ
ど
、
カ
ゲ
と
よ
ミ
た
る
例
な
け
れ
バ
、�

縵
は
挿カ
サ
シ頭
に
為
べ
き
も
の）
（（
（

」
と
し
、「
縵
」
を
「
カ
ゲ
」
と
訓
ん
だ
例
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
但
し
、
訓
読
は
「
カ
ゲ
」
と
す
る
）。
ま
た
、
津
田�

左
右
吉
は
「
カ
ゲ
」
と
訓
ん
で
も
良
い
と
し
つ
つ
も
、「
カ
ツ
ラ
」
の
訓
が
妥
当
だ
と
し
て
い
る）
（1
（

。
更
に
、
日
本
古
典
全
書
『
古
事
記
』
下
（
朝
日
新
聞
社
、

一
九
六
三
年
八
月
）
や
神
田
秀
夫
『
新
注
古
事
記
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
六
八
年
四
月
）
は
「
カ
ヅ
ラ
」
と
訓
む
が
、
そ
の
理
由
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。�

こ
の
よ
う
に
、「
カ
ヅ
ラ
」
説
も
あ
る
が
、
積
極
的
に
主
張
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
現
在
に
お
い
て
も
「
カ
ゲ
」
の
訓
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
カ
ゲ
」
と
訓
む
根
拠
と
さ
れ
る
の
が
、『
日
本
書
紀
』
の
次
の
記
述
で
あ
る
。

　
　

⑨
甲
申
に
、
華
縵
を
以
ち
て
、
殯
宮
に
進
る
。
此
を
御
蔭
と
曰
ふ
。�

（
巻
三
十
・
持
統
天
皇
元
年
三
月
）

　

天
武
天
皇
の
殯
宮
に
進
上
し
た
「
華
縵
」
を
「
御
蔭
」
と
い
う
と
あ
る
。
ま
た
、
彰
考
館
本
『
日
本
書
紀
私
記
』
丙
本
（
一
六
七
八
年
写
）
に
は
、
垂
仁
紀

五
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の
「
八
竿
八
縵
焉
」
に
「
也
保
古
介
也
加
介）
（1
（

」
の
傍
訓
が
あ
る
。
四
文
字
目
の
「
介
」
は
衍
字
と
み
ら
れ
、最
後
の
「
介
」
に
は
濁
音
符
が
付
さ
れ
て
い
る
た
め
、�

「
ヤ
ホ
コ
ヤ
カ
ゲ
」
と
訓
む
こ
と
が
で
き
る
。
垂
仁
紀
の
最
古
写
本
で
あ
る
熱
田
本
（
一
三
七
七
年
写
）
に
は
「
ヤ
ホ
コ
ヤ
カ
ケ）
（1
（

」
の
訓
が
付
さ
れ
て
お
り
、『
日
本�

書
紀
』
古
訓
で
は
「
縵
」
を
「
カ
ゲ
」
と
訓
ん
で
い
る
。
な
お
、『
延
喜
式
』
巻
三
十
九
・
内
膳
司
に
は
、
橘
を
数
え
る
助
数
詞
と
し
て
「
蔭
」
が
あ
り
、「
橘
子

二
十
四
蔭
、
桙
橘
子
十
枝）

（1
（

」（
新
嘗
祭
解
斎
料
）
な
ど
と
あ
る
。

　

以
上
を
根
拠
と
し
て
「
カ
ゲ
」
と
訓
ま
れ
て
き
た
の
だ
が
、「
此
を
御
蔭
と
曰
ふ
」
の
箇
所
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
③
に
「
持
統
紀
編

者
の
説
明
の
注
記
」（
四
八
〇
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
訓
注
で
は
な
い
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
の
古
訓
は
平
安
時
代
の
日
本
紀
講
筵
と

い
う
特
殊
な
場
で
の
も
の
で
あ
る
点
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
垂
仁
紀
最
古
写
本
の
熱
田
本
は
十
四
世
紀
の
書
写
で
あ
り
、
時
代
が
か
な
り
下
っ
て
し

ま
う
。『
延
喜
式
』
も
後
代
の
文
献
で
あ
る
う
え
に
、「
縵
」
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
築
島
裕
編
『
訓
點
語
彙
集
成
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七

年
二
月
～
二
〇
〇
九
年
八
月
）
で
は
、「
縵
」
の
訓
と
し
て
「
カ
ヅ
ラ
」（
興
福
寺
本
『
日
本
霊
異
記
』）
と
「
カ
タ
ビ
ラ
」（
醍
醐
寺
本
『
遊
仙
窟
』
二
九
オ
）

を
挙
げ
て
い
る
が
、「
カ
ゲ
」
は
見
当
た
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
上
代
に
お
い
て
、「
縵
」
字
の
訓
と
し
て
「
カ
ゲ
」
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と�

考
え
る
。
無
批
判
に
「
カ
ゲ
」
と
訓
む
の
は
問
題
が
あ
ろ
う
。

　
「
縵
」
字
の
訓
と
し
て
次
に
考
え
ら
れ
る
の
が
「
カ
ヅ
ラ
」
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
に
は
次
の
歌
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

�

同
じ
月
の
九
日
に
、
諸
僚
、
少
目
秦
伊
美
吉
石
竹
が
館
に
会
ひ
て
飲
宴
す
。
こ
こ
に
主
人
百
合
の
花
縵
三
枚
を
造
り
、
豆
器
に
畳
ね
置
き
、
賓
客

に
捧
げ
贈
る
。
各
こ
の
縵
を
賦
し
て
作
る
三
首

　
　

⑩
油
火
の　

光
に
見
ゆ
る　

我
が
か
づ
ら
（
和
我
可
豆
良
）　

さ
百
合
の
花
の　

笑
ま
は
し
き
か
も�

（
巻
十
八
・
四
〇
八
六
）

　

題
詞
に
お
い
て
、
百
合
の
花
縵
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
歌
本
文
で
は
「
我
が
か
づ
ら
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
巻
十
九
・
四
二
三
八
に
は�

「
縵
可
牟
」
と
あ
り
、「
か
づ
ら
か
む
」
と
訓
む
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
、
先
述
の
よ
う
に
、
興
福
寺
本
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
・
第
一
縁
の
訓
釈
に
は
「
縵
、
可

川
良
」
と
あ
っ
て
、
上
代
に
お
け
る
「
縵
」
字
の
訓
は
「
カ
ヅ
ラ
」
が
一
般
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
該
字
の
訓
は
「
カ
ゲ
」
で
は
な
く
、「
カ
ヅ
ラ
」

が
妥
当
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

確
か
に
、「
カ
ゲ
」
と
「
カ
ヅ
ラ
」
は
関
係
の
深
い
語
で
あ
る
。
前
掲
⑨
や
『
万
葉
集
』
の
「
玉
か
づ
ら　

か
げ
に
見
え
つ
つ
（
玉
縵
影
尓
所
レ
見
乍
）」（
巻
二
・

一
四
九
）
な
ど
の
例
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
カ
ヅ
ラ
（
縵
）」
と
「
カ
ゲ
（
蔭
・
影
）」
は
別
々
の
文
字
を
使
い
、「
縵
」＝「
蔭
・
影
」
で
は
な
い
。

五
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垂
仁
記
「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
将
来
説
話
に
お
け
る
「
縵
」
と
「
矛
」
の
意
義

当
該
の
「
縵
」
字
は
「
カ
ヅ
ラ
」
と
訓
む
べ
き
で
あ
り）
（1
（

、
こ
の
よ
う
に
訓
む
こ
と
で
説
話
内
の
「
縵
」
の
意
義
付
け
が
よ
り
明
確
に
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

三
、「
縵
」
と
「
矛
」

　
「
縵
」
を
「
カ
ヅ
ラ
」
と
訓
ん
だ
う
え
で
、「
縵
」・「
矛
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
の
か
検
討
し
て
い
く
。
宣
長
は
、「
縵
」
を
「
蔭
橘
子
」、

「
矛
」
を
「
矛
橘
子
」
と
し
て
、「
蔭
橘
子
と
は
、
枝
な
が
ら
折ヲ

リ
ト
リ採
て
、
葉
も
付ツ
キ

な
が
ら
な
る
を
云
な
る
べ
し
、
凡
て
葉
あ
る
樹
を
ば
、
常
に
蔭
と
云
へ
ば
な
り
、�

（
中
略
）
桙
橘
子
と
は
、
や
ゝ
長
く
折
た
る
枝
の
葉
を
ば
、
皆
除
き
去ス
テ

て
、
実ミ
ノ

而カ
ギ
リ已
着ツ
キ

た
る
を
云
な
る
べ
し）
（1
（

」
と
す
る
。
こ
れ
は
以
後
多
く
の
注
釈
に
受
け
継
が

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
文
字
か
ら
葉
の
有
無
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
敷
田
『
標
注
』
は
前
掲
の
よ
う
に
、「
縵
」
を
「
挿カ

サ
シ頭
」（
髪
に
挿
す
も
の
）

と
し
、「
矛
は
字
の
如
キ
か）
（1
（

」
と
す
る
。「
矛
」
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
文
字
に
注
目
し
た
点
は
評
価
で
き
る
。
津
田
左
右
吉
は
、�

「
橘
の
実
を
緒
に
ぬ
い
て
長
く
つ
ら
ね
た
も
の
を
縵
と
い
ふ
の
で
あ
り
、（
中
略
）
矛
と
い
ふ
の
は
（
今
の
串
柿
の
如
く
）
串
に
さ
し
た
も
の
ら
し
く
思
は
れ
る）
（1
（

」

と
し
、
武
田
祐
吉
は
「
カ
ゲ
は
蔓
の
よ
う
に
輪
に
し
た
も
の
。
矛
は
、
直
線
的
な
も
の）

11
（

」
と
す
る
。
こ
れ
ら
も
文
字
に
即
し
た
理
解
と
い
え
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
も
文
字
に
即
し
て
考
え
た
い
。
そ
も
そ
も
「
縵
」
字
は
、
一
篆
一
行
本
『
説
文
解
字
』（
第
十
三
上
）
に
「
繒
無
文
也）

1（
（

」
と
あ
る
よ
う
に
文

様
の
無
い
衣
を
意
味
す
る
。
但
し
、
日
本
の
上
代
文
献
で
は
鬘
の
意
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、「
縵
」
と
「
鬘
」
は
通
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
神
道
大
系�

『
古
事
記
』
九
三
頁
）。
こ
こ
で
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
縵
」
字
の
全
用
例
を
見
て
み
た
い
。

　
　

⑪
爾
く
し
て
、
伊
耶
那
岐
命
、
黒
き
御
縵
を
取
り
て
投
げ
棄
つ
る
に
、
乃
ち
蒲
子
生
り
き
。�

（
上
巻
・
黄
泉
の
国
）

　
　

⑫
亦
、
御
縵
に
、
亦
、
左
右
の
御
手
に
、
各
八
尺
の
勾
璁
の
五
百
津
の
み
す
ま
る
の
珠
を
纏
き
持
ち
て
、�

（
上
巻
・
湏
佐
之
男
命
の
昇
天
）

　
　

⑬
亦
、
御）

11
（

縵
に
纏
け
る
珠
を
乞
ひ
度
し
て
、
さ
が
み
に
か
み
て
、
吹
き
棄
つ
る
気
吹
の
狭
霧
に
成
れ
る
神
の
御
名
は
、
天
津
日
子
根
命
。�（
上
巻
・
う
け
ひ
）

　
　

⑭�

天
宇
受
売
命
、
手
次
に
天
の
香
山
の
天
の
日
影
を
繫
け
て
、
天
の
真
析
を
縵
と
為
て
、
手
草
に
天
の
香
山
の
小
竹
の
葉
を
結
ひ
て
、
天
の
石
屋
の
戸
に
う

け
を
伏
せ
て
、
蹈
み
と
ど
ろ
こ
し
、
神
懸
り
為
て
、
胸
乳
を
掛
き
出
だ
し
、
裳
の
緒
を
ほ
と
に
忍
し
垂
れ
き
。�

（
上
巻
・
天
の
石
屋
）

　
　

⑮
即
ち
其
の
妹
の
礼
物
と
為
て
、
押
木
の
玉
縵
を
持
た
し
め
て
、
貢
献
り
き
。
根
臣
、
即
ち
其
の
礼
物
の
玉
縵
を
盗
み
取
り
て
、�

（
下
巻
・
安
康
天
皇
）

　

⑮「
押
木
の
玉
縵
」
が
玉
飾
り
の
あ
る
冠
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
右
の
「
縵
」
は
全
て
装
身
具
と
し
て
の
鬘
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
用
字
の
中
で
、

五
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当
該
の
み
葉
の
有
無
を
説
く
と
い
う
よ
り
も
、
前
節
に
お
い
て
「
カ
ヅ
ラ
」
と
訓
ん
だ
よ
う
に
鬘
と
し
て
理
解
す
る
方
が
妥
当
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
当
該
の�

「
縵
」
は
鬘
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
鬘
の
形
状
は
、
次
の
記
述
が
参
考
に
な
る
。

　
　

⑯
…　

沖
つ
波　

寄
せ
来
る
玉
藻　

片
搓
り
に　

か
づ
ら
に
作
り
（
可
都
良
尓
都
久
理
）　

妹
が
た
め　

手
に
巻
き
持
ち
て
（
氐
尓
麻
吉
母
知
弖
）　

…

�

（『
万
葉
集
』
巻
十
七
・
三
九
九
三
）

　

ま
た
、『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
・
第
一
縁
に
は
「
緋
の
縵
を
額
に
著
け）

11
（

」
と
あ
る
。
鬘
は
手
や
頭
を
一
周
す
る
輪
状
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
「
矛
」
は
、
そ
の
文
字
に
即
す
る
な
ら
ば
武
器
で
あ
る
矛
の
形
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
矛
」
の
用
例
に
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
　

⑰
矛
を
杖
き
威
を
挙
ひ
て
、
猛
き
士
烟
の
ご
と
く
起
り
き
。�

（
序
）

　
　

⑱
是
に
、
大
長
谷
王
、
矛
を
以
て
杖
と
為
て
、
其
の
内
を
臨
み
て
詔
ひ
し
く
、�

（
下
巻
・
安
康
天
皇
）

　

⑰
は
壬
申
の
乱
に
お
け
る
天
武
軍
の
勇
猛
さ
を
語
る
序
文
の
例
で
、矛
を
杖
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
⑱
で
は
都
夫
良
意
美
の
家
を
取
り
囲
ん
だ
大
長
谷
王
が
、

矛
を
杖
と
し
て
家
の
中
を
窺
い
見
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
杖
と
し
て
使
用
し
て
お
り
、
矛
は
棒
状
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
文
字
に
即
し
て
考
え
た
場
合
、
武
田
説

の
よ
う
に
、「
縵
」
は
輪
状
の
鬘
で
あ
り
、「
矛
」
は
棒
状
の
も
の
を
指
す
と
考
え
る
の
が
穏
当
と
い
え
よ
う
。「
縵
」・「
矛
」
と
い
う
文
字
か
ら
は
葉
の
有
無
を

考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

四
、
上
代
文
献
に
お
け
る
鬘
と
矛

　

本
節
で
は
、「
縵
」
と
「
矛
」
の
意
義
付
け
を
す
る
た
め
に
、
上
代
に
お
け
る
鬘
と
矛
が
担
っ
て
い
る
役
割
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
は
、「
縵
」・「
矛
」

字
以
外
で
表
記
さ
れ
た
例
も
扱
い
、
上
代
文
献
に
お
け
る
鬘
と
矛
の
例
を
総
括
的
に
見
て
い
く
。
但
し
、
植
物
の
「
葛
」
や
神
名
・
人
名
は
原
則
と
し
て
除
い
た
。

（
一
）
鬘

　
『
古
事
記
』
に
お
け
る
鬘
（
縵
）
の
例
は
前
掲
の
通
り
だ
が
、
そ
の
中
で
特
に
注
目
す
べ
き
は
⑭
で
あ
る
。
天
の
石
屋
神
話
で
は
、
天
宇
受
売
命
が
様
々
な�

呪
具
を
用
意
さ
せ
て
、
石
屋
に
籠
っ
た
天
照
大
御
神
を
外
に
出
そ
う
と
神
懸
り
を
す
る
。
そ
の
儀
礼
的
場
面
に
お
い
て
、
天
の
真
析
を
鬘
に
し
た
も
の
が
登
場�

五
八



垂
仁
記
「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
将
来
説
話
に
お
け
る
「
縵
」
と
「
矛
」
の
意
義

す
る
。『
日
本
書
紀
』
に
は
、

　
　

⑲�
又
猨
女
君
が
遠
祖
天
鈿
女
命
、
則
ち
手
に
茅
纏
の
矟
を
持
ち
、
天
石
窟
戸
の
前
に
立
ち
、
巧
に
俳
優
を
作
す
。
亦
、
天
香
山
の
真
坂
樹
を
以
ち
て
鬘
と
し
、

蘿
を
以
ち
て
手
繦
と
し
て
、
火
処
焼
き
、
覆
槽
置
せ
、
顕
神
明
之
憑
談
す
。�

（
巻
一
・
神
代
上
・
第
七
段
正
文
）

と
あ
り
、
鬘
の
他
に
「
茅
纏
の
矟
」
が
み
え
る
。「
矟
」
は
天
治
本
『
新
撰
字
鏡
』（
巻
十
・
矛
部
第
一
一
七
）
に
「
鉾
也
。
長
一
丈
八
尺）

11
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
長

い
矛
の
こ
と
で
あ
る
。
神
代
紀
で
は
鬘
と
矛
の
両
方
が
儀
礼
的
場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（『
古
語
拾
遺
』
と
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
石
屋
神
話
に
も

両
方
が
登
場
す
る
）。
三
品
彰
英
が
こ
れ
ら
を
「
重
要
な
聖
具）

11
（

」
と
し
た
よ
う
に
、
鬘
や
矛
は
儀
礼
に
用
い
ら
れ
る
神
聖
な
呪
具
な
の
で
あ
る
。

　

次
に
「
風
土
記
」
の
用
例
に
目
を
向
け
る）

11
（

。

　
　

⑳
こ
こ
に
、
す
な
は
ち
道
行
の
儲
と
為
し
た
ま
へ
る
弟
縵
を
取
ら
し
て
、
舟
の
中
に
投
げ
入
れ
た
ま
へ
ば
、
す
な
は
ち
縵
の
光
明
、
炳
然
舟
に
満
ち
た
り
。

�

（『
播
磨
国
風
土
記
』
賀
古
郡
）

　

景
行
天
皇
が
川
を
渡
ろ
う
と
し
て
、
賃
料
の
「
弟
縵
」
を
渡
守
の
船
に
投
げ
入
れ
る
と
そ
の
光
が
船
中
に
満
ち
た
と
い
う
。「
弟
縵
」
は
「
金
属
製
の
髪
飾
り
」�

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
風
土
記
』
一
九
頁
）
と
さ
れ
る
が
、
単
に
金
属
製
だ
か
ら
光
っ
た
の
で
は
な
く
、
こ
こ
に
鬘
の
神
秘
性
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う）
11
（

。�

ま
た
、『
釈
日
本
紀
』
所
引
の
「
尾
張
国
風
土
記
逸
文
」（
吾
縵
郡
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

��

建
岡
の
君
、
美
濃
の
国
の
花
鹿
の
山
に
到
り
て
、
賢
樹
の
枝
を
攀
ぢ
と
り
て
縵
に
造
り
て
誓
ひ
て
曰
は
く
、「
吾
が
縵
の
落
ち
し
処
必
ず
や
こ
の
神
の
有

さ
む
」
と
い
ふ
。
縵
、
去
き
て
此
間
に
落
ち
き
。
乃
ち
神
あ
る
を
識
り
ぬ
。
因
り
て
社
を
竪
つ
。

　

こ
こ
で
は
鬘
が
落
ち
た
所
に
神
が
い
る
と
さ
れ
、
神
の
所
在
を
示
す
例
で
あ
る
。
こ
れ
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
・
第
一
縁
が
挙
げ

ら
れ
る
。

　
　

��

栖
軽
勅
を
奉
り
て
宮
よ
り
罷
り
出
づ
。
緋
の
縵
を
額
に
著
け
、
赤
き
幡
桙
を
擎
ゲ
テ
、
馬
に
乗
り
、
阿
倍
の
山
田
の
前
の
道
と
豊
浦
寺
の
前
の
路
と
よ
り

走
り
往
き
ぬ
。

　

雷
を
捕
ま
え
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
少
子
部
の
栖
軽
は
、
赤
い
鬘
を
額
に
着
け
、
赤
い
幡
桙
を
持
っ
て
馬
に
乗
る
。
こ
こ
に
鬘
と
矛
が
同
時
に
用
い
ら
れ
て
い

る
わ
け
だ
が
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
日
本
霊
異
記
』（
新
潮
社
、
一
九
八
四
年
十
二
月
、
二
七
頁
）
は
「
栖
軽
の
行
動
は
、
わ
が
国
古
来
の
雷
神
招
請
呪
術
に

則
し
た
も
の
」
と
し
、
平
舘
英
子
も
「
招
神
を
意
味
し
て
い
る）

11
（

」
と
指
摘
す
る
。
�
�
共
に
神
の
所
在
が
話
題
に
な
っ
て
お
り
、
特
に
�
で
は
こ
の
後
、
雷
神
を

五
九



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
六
十
二
巻
（
二
〇
二
四
年
）

捕
ま
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
鬘
に
神
を
招
く
力
が
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
万
葉
集
』
に
は
次
の
歌
が
あ
る
。

　
　

�
青
柳
の　

上
枝
攀
ぢ
取
り　

か
づ
ら
く
は
（
可
豆
良
久
波
）　

君
が
や
ど
に
し　

千
年
寿
く
と
そ
（
千
年
保
久
等
曾
）�

（
巻
十
九
・
四
二
八
九
）

　
「
か
づ
ら
く
」
と
は
鬘
に
す
る
意
で
あ
り
、
青
柳
を
鬘
に
し
て
橘
家
の
繁
栄
を
寿
ぐ
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
鬘
に
よ
っ
て
繁
栄
の
永
続
を
祈
念
し
た
の
で
あ
る
。

土
橋
寛
に
よ
れ
ば
、
上
代
の
人
々
は
鬘
を
身
に
着
け
る
こ
と
で
植
物
の
生
命
力
を
自
分
の
体
に
感
染
さ
せ
、「
そ
の
結
果
健
康
・
長
寿
・
富
饒
・
威
力
が
得
ら
れ

る
と
考
え
た）

11
（

」
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、
増
田
美
子
は
「
強
い
生
命
力
を
持
つ
植
物
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
植
物
の
霊
力
が
人
に
も
及
ぶ
と
考
え
た
と

思
わ
れ
る）

11
（

」
と
指
摘
す
る
。
な
お
、
髪
飾
り
に
よ
っ
て
繁
栄
を
寿
ぐ
例
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。

　
　

�
あ
し
ひ
き
の　

山
の
木
末
の　

ほ
よ
取
り
て　

か
ざ
し
つ
ら
く
は
（
可
射
之
都
良
久
波
）　

千
年
寿
く
と
そ
（
知
等
世
保
久
等
曾
）（
巻
十
八
・
四
一
三
六
）

　
　

�
…　

島
山
に　

赤
る
橘　

う
ず
に
刺
し
（
宇
受
尓
指
）　

紐
解
き
放
け
て　

千
年
寿
き
（
千
年
保
伎
）　

寿
き
と
よ
も
し　

…�

（
巻
十
九
・
四
二
六
六
）

　

い
ず
れ
も
髪
飾
り
と
し
て
植
物
を
身
に
着
け
、
主
君
の
繁
栄
を
寿
ぐ
例
で
あ
る
。
鬘
も
同
様
に
繁
栄
を
寿
ぐ
例
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
鬘
は
単
な
る
装
身
具
で
は
な
い
。
特
殊
な
力
を
持
っ
た
呪
具
で
あ
る
と
い
え
、
植
物
の
生
命
力
を
人
に
感
染
さ
せ
る
働
き
を
す

る
の
で
あ
る
。

（
二
）
矛

　

次
に
矛
の
用
例
を
見
て
い
く
。『
古
事
記
』
に
お
け
る
矛
の
用
例
は
、
前
掲
の
⑰
⑱
以
外
に
次
の
例
が
あ
る
。

　
　

�
旌
を
巻
き
戈
を
戢
め
、
儛
ひ
詠
ひ
て
都
邑
に
停
ま
り
ま
し
き
。�

（
序
）

　
　

�「
是
の
た
だ
よ
へ
る
国
を
修
理
ひ
固
め
成
せ
」
と
の
り
た
ま
ひ
、
天
の
沼
矛
を
賜
ひ
て
、
言
依
し
賜
ひ
き
。�

（
上
巻
・
淤
能
碁
呂
島
）

　
　

�
即
ち
横
刀
の
手
上
を
握
り
、
矛
ゆ
け
、
矢
刺
し
て
、
追
ひ
入
れ
し
時
に
、
乃
ち
己
が
作
れ
る
押
に
打
た
え
て
死
に
き
。�

（
中
巻
・
神
武
天
皇
）

　
　

�
又
、
宇
陀
の
墨
坂
神
に
、
赤
き
色
の
楯
・
矛
を
祭
り
き
。
又
、
大
坂
神
に
、
黒
き
色
の
楯
・
矛
を
祭
り
き
。�

（
中
巻
・
崇
神
天
皇
）

　
　

�
吉
備
臣
等
が
祖
、
名
は
御
鉏
友
耳
建
日
子
を
副
へ
て
遣
し
し
時
に
、
ひ
ひ
ら
木
の
八
尋
矛
を
給
ひ
き
。�

（
中
巻
・
景
行
天
皇
）

　
　

�
是
に
、
曾
婆
訶
理
、
窃
か
に
己
が
王
の
厠
に
入
る
を
伺
ひ
て
、
矛
を
以
て
刺
し
て
殺
し
き
。�

（
下
巻
・
履
中
天
皇
）

六
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垂
仁
記
「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
将
来
説
話
に
お
け
る
「
縵
」
と
「
矛
」
の
意
義

　

こ
の
う
ち
、
�
�
�
は
武
器
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
�
「
天
の
沼
矛
」
は
、
国
の
「
修
理
固
成
」
の
た
め
に
天
つ
神
か
ら
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
に

贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
の
先
か
ら
滴
り
落
ち
た
塩
が
固
ま
っ
て
淤
能
碁
呂
島
と
な
る
。
神
代
紀
・
第
四
段
正
文
に
は
「
天
之
瓊
矛
」
と
あ
り
、
割
注
に

「
瓊
は
玉
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
玉
飾
り
の
あ
る
矛
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
武
器
と
い
う
よ
り
も
、
国
土
生
成
に
深
く
関
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
生
成
と
い

う
観
点
か
ら
、
こ
れ
を
男
根
の
象
徴
と
す
る
説）

1（
（

が
あ
る
が
、「
国
土
占
定
の
標
」
と
す
る
説
（
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
『
古
事
記
』
角
川
書
店
、
一
九
七
八
年
二
月
、

五
三
頁
）
も
あ
る
。「
天
の
沼
矛
」
に
関
し
て
は
、
そ
の
両
方
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

�
は
疫
病
が
流
行
し
た
際
、
坂
の
神
に
赤
い
楯
と
矛
を
祀
っ
た
例
で
あ
る
。
境
界
祭
祀
の
側
面
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
疫
病
は
収
ま
り
、
国
は
平
安

と
な
る
。
こ
の
疫
病
は
大
物
主
神
の
御
心
に
よ
る
も
の
で
、
祀
ら
れ
た
矛
に
は
神
を
鎮
め
る
力
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

�
で
は
東
方
十
二
道
を
平
定
す
る
た
め
に
、
景
行
天
皇
が
「
ひ
ひ
ら
木
の
八
尋
矛
」
を
倭
建
命
に
授
け
る
。
こ
こ
は
荒
ぶ
る
神
や
服
従
し
な
い
人
々
を
平
定
す

る
文
脈
で
あ
り
、
こ
の
矛
は
武
器
と
も
と
れ
る
が
、「
呪
術
的
な
意
味
を
も
つ
」（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
二
二
三
頁
）
と
さ
れ
る
。
中
村
啓
信
が�

「
王
権
の
象
徴
で
あ
り
、
矛
の
行
き
届
く
所
ま
で
が
王
権
の
進
出
点
を
示
す
」（『
新
版
古
事
記
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
九
年
九
月
、

一
三
七
頁
）
と
す
る
よ
う
に
、
国
土
平
定
の
象
徴
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
矛
の
例
を
見
て
き
た
。
矛
は
武
器
と
し
て
の
使
用
に
留
ま
ら
ず
、
国
土
生
成
や
平
定
の
場
に
用
い
ら
れ
、
神
の
力
を
鎮
め
る
も

の
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
『
日
本
書
紀
』
の
矛
を
見
て
み
た
い
。
全
二
十
一
例
あ
る
が
、
単
に
武
器
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
を
除
く
と
次
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　

�
故
、
即
ち
石
凝
姥
を
以
ち
て
冶
工
と
し
、
天
香
山
の
金
を
採
り
て
日
矛
に
作
る
。�

（
巻
一
・
神
代
上
・
第
七
段
一
書
第
一
）

　
　

��

乃
ち
国
平
け
し
時
に
杖
け
り
し
広
矛
を
以
ち
て
、
二
神
に
授
け
ま
つ
り
て
曰
は
く
、「
吾
、
此
の
矛
を
以
ち
て
卒
に
治
功
有
り
。
天
孫
、
若
し
此
の
矛
を

用
ち
て
国
を
治
め
た
ま
は
ば
、
必
ず
平
安
く
ま
し
ま
さ
む
。
今
し
我
は
百
足
ら
ず
八
十
隈
に
隠
去
り
な
む
」
と
の
た
ま
ふ
。

�

（
巻
二
・
神
代
下
・
第
九
段
正
文
）

　
　

��

三
年
の
春
三
月
に
、
新
羅
の
王
子
天
日
槍
来
帰
り
。
将
来
る
物
は
、
羽
太
玉
一
箇
・
足
高
玉
一
箇
・
鵜
鹿
鹿
赤
石
玉
一
箇
・
出
石
小
刀
一
口
・
出
石
桙
一
枝
・

日
鏡
一
面
・
熊
神
籬
一
具
、
幷
せ
て
七
物
あ
り
。
則
ち
但
馬
国
に
蔵
め
、
常
に
神
物
と
為
す
。�

（
巻
六
・
垂
仁
天
皇
三
年
三
月
）

　
　

��

天
皇
、
玆
に
矛
を
執
り
祈
ひ
て
曰
は
く
、「
必
ず
其
の
佳
人
に
偶
は
ば
、
道
路
に
瑞
見
れ
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。
行
宮
に
至
り
ま
す
比
に
、
大
亀
河
の
中
に�
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出
づ
。
天
皇
、
矛
を
挙
げ
て
亀
を
刺
し
た
ま
ふ
に
、
忽
に
白
石
に
化
為
る
。�

（
同
三
十
四
年
三
月
）

　
　

�
即
ち
皇
后
の
杖
き
た
ま
へ
る
矛
を
以
ち
て
、
新
羅
王
の
門
に
樹
て
、
後
葉
の
印
と
し
た
ま
ふ
。
故
、
其
の
矛
今
も
猶
新
羅
王
の
門
に
樹
て
り
。

�

（
巻
九
・
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
〔
仲
哀
天
皇
九
年
十
月
〕）

　

�「
日
矛
」
は
、
天
の
石
窟
神
話
に
登
場
し
た
「
茅
纏
の
矟
」
に
相
当
し
、
儀
礼
的
場
面
に
用
い
ら
れ
る
。
�
の
天
日
槍
の
将
来
物
は
「
神
物
」
と
さ
れ
、
神

聖
な
宝
物
で
あ
る
。
ま
た
、
�
は
ウ
ケ
ヒ
に
矛
が
用
い
ら
れ
た
例
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
も
呪
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
�
�
で
あ
る
。
�
は
大
己
貴
神
の
国
譲
り
の
場
面
で
、
経
津
主
神
と
武
甕
槌
神
に
「
広
矛
」
を
授
け
る
。
こ
れ
は
大
己
貴
神
が
国
を

平
定
し
た
時
に
杖
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
矛
を
用
い
て
国
を
治
め
る
と
必
ず
平
安
に
な
る
と
い
う
。
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
（
岩
波
書

店
、
一
九
六
七
年
三
月
）
が
、
杖
と
し
て
用
い
た
「
矛
を
献
上
す
る
こ
と
は
、
統
治
権
を
献
上
す
る
こ
と
」（
一
四
〇
頁
）
と
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
広
矛
」
は

統
治
権
を
象
徴
す
る
も
の）

11
（

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

�
は
神
功
皇
后
の
新
羅
親
征
の
記
事
で
あ
る
。
新
羅
王
が
降
服
し
た
後
、
皇
后
が
杖
と
し
て
い
た
矛
を
新
羅
王
宮
の
門
に
立
て
、
後
世
へ
の
印
と
し
て
い
る
。

降
服
し
た
新
羅
王
の
王
宮
に
矛
を
立
て
る
行
為
は
「
新
羅
の
征
服
を
宣
言
す
る
行
為）

11
（

」
で
あ
り
、こ
の
矛
は
新
羅
の
統
治
権
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

な
お
、「
風
土
記
」
に
は
神
へ
の
捧
げ
物
の
例
（『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
・『
出
雲
国
風
土
記
』
楯
縫
郡
）
や
神
の
持
ち
物
の
例
（『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島

郡
・『
出
雲
国
風
土
記
』
神
門
郡
）
等
が
見
ら
れ
、
神
聖
な
呪
物
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
矛
は
呪
力
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
国
土
平
定
や
征
討
の
場
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
総
じ
て
見
る
と
、
矛
に
は
神
を
鎮
め
る
力
が
あ
る
と
い
え
る
。
荒
ぶ

る
神
を
鎮
め
る
力
が
あ
る）

11
（

か
ら
こ
そ
、
国
土
平
定
や
統
治
権
の
象
徴
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

五
、「
縵
」
と
「
矛
」
の
意
義

　

前
節
で
は
、
上
代
文
献
に
お
け
る
鬘
と
矛
の
用
例
を
検
討
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
付
け
が
成
さ
れ
る
の
か
を
見
て
き
た
。
そ
れ

を
踏
ま
え
て
、
垂
仁
記
に
お
け
る
「
縵
」
と
「
矛
」
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
、「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
津
田
左
右
吉
が�

「
不
老
不
死
の
観
念
に
因
縁
が
あ
る
ら
し
い）
11
（

」
と
す
る
な
ど
、
不
老
不
死
を
齎
す
果
実
と
し
て
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
垂
仁
が
木
の
実
を
求
め
た
の
も
、
不
老

六
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垂
仁
記
「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
将
来
説
話
に
お
け
る
「
縵
」
と
「
矛
」
の
意
義

不
死
を
望
ん
だ
か
ら
だ
と
い
う
説）
11
（

が
あ
る
。
だ
が
、
天
皇
に
寿
命
が
あ
る
こ
と
は
、『
古
事
記
』
上
巻
・
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
の
神
話
に
よ
っ
て
確
定
し
て
い
る

う
え
に
、
木
の
実
を
受
け
取
っ
た
比
婆
湏
比
売
が
薨
去
す
る
と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
近
年
は
不
老
不
死
説
へ
の
異
論）

11
（

も
出
て
い
る
。
常
世
国
に
赴
い
て
木
の
実
を

持
ち
帰
っ
た
多
遅
摩
毛
理
自
身
も
死
ん
で
い
る
。
確
か
に
、
木
の
実
は
不
老
不
死
を
齎
し
て
は
い
な
い
。
但
し
、
当
該
説
話
に
関
係
す
る
三
人
の
「
死
」
が
語
ら

れ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
生
命
と
の
か
か
わ
り
は
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
木
の
実
が
持
つ
生
命
力
を
象
徴
す
る
の
が
、「
縵
」
と
「
矛
」
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
縵
」
と
「
矛
」
と
い
う
形
状
に
つ
い
て
、
根
来
麻
子
は
「
神
事
に
か
か
わ
る
装
飾
具
と
し
て
の
役
割
が
あ
っ
た
可
能
性
を
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」

と
し
、
木
の
実
に
「
御
代
の
永
続
性
を
言
祝
ぐ
装
飾
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
す
る）

11
（

。
前
節
で
の
検
討
の
結
果
、
確
か
に
神
事
や
祭
祀
と
の
か
か
わ
り

は
指
摘
で
き
る
が
、「
縵
」
と
「
矛
」
の
二
つ
が
記
載
さ
れ
て
い
る
意
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て�

い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
別
々
の
意
義
付
け
と
い
う
観
点
か
ら
、
尾
畑
喜
一
郎
は
「
蔭
橘
子
」
を
「
日
輪
を
象
つ
た
も
の
と
し
て
、

そ
の
象
徴
で
あ
る
鏡
」
と
し
、「
矛
橘
子
」
は
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
や
七
枝
刀
」
が
脳
裡
を
よ
ぎ
る
と
し
て
、「
霊
魂
の
表
象）

11
（

」
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
飽
く
ま
で�

「
縵
」・「
矛
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
鏡
や
刀
な
ど
と
し
て
見
て
良
い
の
か
疑
問
が
あ
る
。

　

ま
ず
「
縵
」
に
つ
い
て
考
え
る
。「
縵
」
は
鬘
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
単
な
る
装
身
具
で
は
な
く
、
特
殊
な
力
を
持
つ
呪
具
で
あ
る
。
特
に
『
万
葉
集
』
�
の

例
に
注
目
し
た
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
歌
で
は
青
柳
を
鬘
に
す
る
こ
と
で
橘
家
の
繁
栄
を
寿
ぐ
内
容
に
な
っ
て
い
た
。
鬘
は
植
物
の
持
つ
生
命
力
を
人
間

に
感
染
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
植
物
の
髪
飾
り
に
よ
っ
て
繁
栄
を
寿
ぐ
例
は
�
�
に
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
全
て

大
伴
家
持
作
歌
で
あ
る
。『
古
事
記
』
編
纂
時
か
ら
時
代
が
些
か
下
っ
て
し
ま
う
が
、
家
持
が
鬘
の
呪
力
を
一
か
ら
創
作
し
た
と
は
考
え
難
い
。
鬘
は
特
殊
な
力

を
持
つ
も
の
と
し
て
、『
古
事
記
』
編
纂
当
時
か
ら
、
同
様
の
考
え
方
が
あ
っ
た
と
見
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う）

11
（

。
こ
こ
で
の
「
縵
」
は
天
皇
家
の

繁
栄
を
象
徴
す
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
一
方
の
「
矛
」
に
つ
い
て
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
概
し
て
神
を
鎮
め
る
力
が
あ
る
。
在
地
の
荒
ぶ
る
神
々

を
鎮
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
治
の
象
徴
と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
当
該
の
場
合
、
天
皇
家
に
神
を
鎮
め
る
力
を
付
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
縵
」・「
矛
」
に
つ
い
て
右
の
よ
う
に
考
え
る
が
、
問
題
も
あ
る
。
垂
仁
は
木
の
実
が
将
来
さ
れ
る
前
に
崩
御
し
て
お
り
、「
縵
」
も
「
矛
」
も
天
皇
の
手
に�

渡
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
「
縵
」・「
矛
」
の
呪
力
は
天
皇
家
に
付
与
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
問
題
を
避
け
る
た
め
に
、『
古
事

記
』
で
は
、
大
后
で
あ
る
比
婆
湏
比
売
に
「
縵
四
縵
・
矛
四
矛
」
が
渡
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
日
本
書
紀
』
の
日
葉
酢
媛
命
は
、�

田
道
間
守
が
常
世
国
に
派
遣
さ
れ
る
前
に
薨
去
し
て
お
り
、
木
の
実
が
皇
后
へ
渡
る
こ
と
は
な
い
。
比
婆
湏
比
売
へ
の
木
の
実
献
上
は
『
古
事
記
』
独
自
の
記
述
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で
あ
る
。
木
の
実
が
后
に
献
上
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
呪
力
は
失
わ
れ
ず
に
天
皇
家
に
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
当
該
説
話
が
垂
仁
記
に
記
載
さ
れ
る
意
義
を
考
え
た
い
。
垂
仁
記
を
貫
く
大
き
な
主
題
の
一
つ
に
、「
皇
位
継
承
の
正
統
性
を
説
く
」
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る）

1（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
開
化
天
皇
の
孫
に
あ
た
る
沙
本
毘
古
王
の
反
逆
や
垂
仁
と
沙
本
毘
売
と
の
子
の
本
牟
智
和
気
御
子
が
即
位
し
な
い
こ
と
、
ま
た

丹
波
の
四
女
王
喚
上
に
よ
っ
て
比
婆
湏
比
売
が
大
后
と
な
っ
て
景
行
が
生
ま
れ
る
こ
と
か
ら
首
肯
で
き
よ
う
。
そ
の
垂
仁
記
の
主
題
の
中
に
あ
っ
て
、「
縵
」
と�

「
矛
」
が
比
婆
湏
比
売
に
献
上
さ
れ
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
木
の
実
は
、
皇
位
継
承
権
を
持
つ
筈
の
本
牟
智
和
気
で
は
な
く
、
比
婆
湏
比
売
に

献
上
さ
れ
て
い
る
。
比
婆
湏
比
売
は
、
次
期
天
皇
で
あ
る
景
行
の
母
で
あ
る
。
繁
栄
を
象
徴
し
、
神
を
鎮
め
る
力
を
持
つ
木
の
実
が
比
婆
湏
比
売
の
手
に
渡
る
こ

と
で
、
景
行
の
皇
位
継
承
の
正
統
性
を
語
っ
て
い
る
と
考
え
る）

11
（

。

　

な
お
、
木
の
実
の
呪
力
は
垂
仁
記
の
み
に
作
用
す
る
も
の
で
は
な
く
、
後
の
天
皇
記
に
も
影
響
を
与
え
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
景
行
に
は
八
十
人
の
御

子
が
お
り
、
そ
の
悉
く
が
国
造
・
和
気
・
稲
置
・
県
主
と
な
っ
て
、
土
地
の
統
治
を
司
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
倭
建
命
は
熊
曾
建
・
出
雲
建
を
討
伐
し
、
東
方

十
二
道
の
平
定
を
す
る
。
続
く
成
務
記
に
は
国
造
・
国
境
・
県
主
の
制
定
記
事
が
あ
り
、
仲
哀
記
で
は
息
長
帯
比
売
命
に
よ
っ
て
新
羅
征
討
が
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
垂
仁
記
以
降
、
天
皇
家
の
繁
栄
と
統
治
領
域
の
拡
大
が
語
ら
れ
る
。「
縵
」
と
「
矛
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が
、
後
の
物
語
展
開
に
か
か
わ
っ
て

い
く
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
垂
仁
記
「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
将
来
説
話
に
お
け
る
「
縵
」
と
「
矛
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。「
縵
」
は�

「
カ
ヅ
ラ
」
と
訓
ま
れ
る
も
の
で
、
鬘
を
意
味
す
る
と
考
え
る
。「
矛
」
は
、
杖
に
し
た
と
い
う
例
（
⑰
⑱
）
か
ら
、
棒
状
の
も
の
と
見
る
。
上
代
に
お
い
て
は
鬘

も
矛
も
単
な
る
道
具
で
は
な
く
、
呪
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
鬘
は
植
物
の
生
命
力
を
人
間
に
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
該
に
お
け
る
「
縵
」
は
繁
栄
の
象
徴

と
考
え
る
。
ま
た
「
矛
」
に
は
神
を
鎮
め
る
力
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
縵
」
と
「
矛
」
に
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」

が
持
つ
生
命
力
を
別
々
の
側
面
か
ら
象
徴
す
る
の
が
、「
縵
」
と
「
矛
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
常
世
国
は
穀
物
神
と
か
か
わ
り
の
あ
る

地
と
考
え
ら
れ
る
。
木
の
実
を
介
し
て
、
穀
物
神
の
霊
力
は
比
婆
湏
比
売
や
景
行
へ
と
付
与
さ
れ
、
天
皇
家
の
繁
栄
と
国
の
統
治
が
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

六
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垂
仁
記
「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
将
来
説
話
に
お
け
る
「
縵
」
と
「
矛
」
の
意
義

注（
1
）�『
古
事
記
』
の
引
用
は
、
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
・
訳
『
古
事
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
1
、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
六
月
）
に
よ
る
。
但
し
、
引
用
に
際
し
て
文
字
を

改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
2
）�「
縵
八
縵
・
矛
八
矛
」（
一
例
）・「
縵
四
縵
・
矛
四
矛
」（
二
例
）
の
箇
所
は
諸
本
に
大
き
な
乱
れ
が
あ
る
。
だ
が
、
真
福
寺
本
は
後
者
の
二
例
共
に
「
縵
四
縵
矛
四
矛
」
で
一
致
し
て�

お
り
、
大
后
と
天
皇
陵
に
分
け
る
前
は
「
縵
八
縵
矛
八
矛
」
で
あ
る
と
す
る
神
道
大
系
『
古
事
記
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
七
七
年
三
月
、
三
七
三
頁
）
の
指
摘
に
従
う
。

（
3
）�『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
、
小
島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・
西
宮
一
民
・
蔵
中
進
・
毛
利
正
守
校
注
・
訳
『
日
本
書
紀
』
①
～
③
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
2
～
4
、
小
学
館
、

一
九
九
四
年
四
月
～
一
九
九
八
年
六
月
）
に
よ
る
。

（
4
）
大
野
晋
編
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
一
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
三
月
）
に
よ
る
。

（
5
）
松
前
健
「
日
本
の
太
陽
船
と
常
世
国
」（『
日
本
神
話
の
研
究
』
松
前
健
著
作
集
第
十
一
巻
、
お
う
ふ
う
、
一
九
九
八
年
八
月
、
初
出
一
九
六
〇
年
八
月
）。

（
6
）�

中
西
進
は
、「
永
遠
に
光
輝
と
芳
香
を
保
っ
て
い
る
木
の
実
」
と
解
す
る
（「
垂
仁
天
皇
」『
大
和
の
大
王
た
ち
』
古
事
記
を
よ
む
3
、
角
川
書
店
、
一
九
八
六
年
一
月
、
初
出
一
九
七
四

年
六
月
）。
中
西
は
、
橘
が
常
緑
樹
で
あ
る
点
か
ら
、
青
々
と
照
り
輝
く
葉
の
様
子
が
「
と
き
じ
く
」
で
あ
る
と
す
る
が
、「
と
き
じ
く
」
も
「
か
く
」
も
「
木
実0

」
に
か
か
る
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
7
）�『
万
葉
集
』
の
引
用
は
、
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
校
注
・
訳
『
萬
葉
集
』
①
～
④
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
6
～
9
、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
五
月
～
一
九
九
六
年
八
月
）

に
よ
る
。
但
し
、
引
用
に
際
し
て
文
字
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る

（
8
）�

垂
仁
紀
の
「
香0

菓
」
は
必
ず
し
も
香
り
を
い
う
も
の
で
は
な
く
、
珍
し
い
果
実
の
意
の
漢
語
だ
と
す
る
指
摘
が
あ
る
（
根
来
麻
子
「『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
」

の
位
置
づ
け
」『
上
代
日
本
語
の
表
記
と
こ
と
ば
』
新
典
社
、
二
〇
二
三
年
九
月
、
初
出
二
〇
一
六
年
三
月
）。

（
9
）�

小
村
宏
史
は
、「「
常
世
長
鳴
鳥
」「
常
世
思
金
神
」は
、い
ず
れ
も
穀
霊
の
霊
威
に
よ
る
優
れ
た
世（
＝
常
世
）の
実
現
に
寄
与
す
る
存
在
と
し
て
文
脈
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
み
て
と
れ
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
（「
垂
仁
記
霊
果
将
来
説
話
の
意
義
―「
常
世
国
」
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
―
」『
上
代
文
学
』
第
一
一
八
号
、
二
〇
一
七
年
四
月
）。

（
10
）（
4
）
前
掲
書
。

（
11
）
井
上
隼
人
・
小
野
諒
巳
「
敷
田
年
治
『
古
事
記
標
注
』
の
翻
刻
と
研
究
（
五
）」（『
古
事
記
學
』
第
六
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）
に
よ
る
。

（
12
）�

津
田
左
右
吉
「
古
事
記
に
見
え
る
応
神
朝
か
ら
後
の
種
々
の
物
語
」（『
日
本
古
典
の
研
究
』
下
、
津
田
左
右
吉
全
集
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
十
一
月
、
初
出
一
九
三
〇
年�

六
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國
學
院
大
學
紀
要
　
第
六
十
二
巻
（
二
〇
二
四
年
）

四
月
）。

（
13
）
黒
板
勝
美
・
國
史
大
系
編
修
會
編
『
日
本
書
紀
私
記
・
釋
日
本
紀
・
日
本
逸
史
』（
新
訂
増
補
國
史
大
系
第
八
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
完
成
記
念
版
一
九
六
五
年
四
月
）
に
よ
る
。

（
14
）
熱
田
神
宮
編
『
熱
田
本
日
本
書
紀
』
第
二
冊
（
八
木
書
店
、
二
〇
一
七
年
十
二
月
）
に
よ
る
。

（
15
）
虎
尾
俊
哉
編
『
延
喜
式
』
下
（
訳
注
日
本
史
料
、
集
英
社
、
二
〇
一
七
年
十
二
月
）
に
よ
る
。

（
16
）「
矛
」
字
の
訓
は
、『
古
事
記
』
上
巻
・
二
番
歌
に
「
夜
知
富
許
（
八
千
矛
）」
と
あ
り
、『
万
葉
集
』（
巻
十
八
・
四
一
一
一
）
に
「
夜
保
許
毛
知
（
八
矛
持
ち
）」
と
あ
っ
て
、「
ホ
コ
」
で
良
い
。

（
17
）（
4
）
前
掲
書
。

（
18
）（
11
）
に
同
じ
。

（
19
）（
12
）
前
掲
書
。

（
20
）�

武
田
祐
吉
訳
注
『
古
事
記
』（
角
川
文
庫
、
角
川
書
店
、
一
九
五
六
年
五
月
）。
武
田
は
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
日
本
古
典
全
書
『
日
本
書
紀
』
二
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
三
年
六
月
）
で�

「
長
い
棒
の
形
に
な
つ
て
ゐ
る
八
本
を
八
竿
と
い
ひ
、
輪
の
形
に
わ
が
ね
て
あ
る
八
本
を
八
縵
と
い
ふ
」（
一
三
三
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
21
）�『
説
文
解
字
附
音
序
、
筆
畫
檢
字
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
三
年
七
月
）
に
よ
る
。
な
お
、
原
本
系
の
高
山
寺
本
『
玉
篇
』（
巻
二
十
七
・
糸
部
）
に
『
説
文
解
字
』
の
記
述
が
引
用
さ
れ
て�

い
る
。

（
22
）�

⑬
の
「
御
縵
」
を
、
真
福
寺
本
か
ら
猪
熊
本
ま
で
の
古
写
本
は
「
右
御
手
」、
寛
永
版
本
は
「
右
御
美
豆
良
」、『
鼇
頭
古
事
記
』
は
「
御
迦
豆
良
」、『
古
事
記
伝
』
は
「
御
鬘
」
と
す
る
。

諸
注
の
多
く
は
記
伝
説
に
従
う
形
で
「
御
縵
（
鬘
）」
と
す
る
が
、沖
森
卓
也
・
佐
藤
信
・
矢
嶋
泉
編
『
新
校
古
事
記
』（
お
う
ふ
う
、二
〇
一
五
年
十
一
月
）
や
「
古
事
記
学
」
の
構
築
編
「『
古

事
記
』
注
釈
」（『
古
事
記
學
』
第
三
号
、二
〇
一
七
年
三
月
）
は
「
右
御
手
」
を
と
っ
て
い
る
。「
右
御
手
」
は
古
写
本
で
一
致
す
る
が
、後
文
に
も
あ
っ
て
重
複
す
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

今
は
諸
注
に
従
っ
て
「
御
縵
」
と
す
る
。

（
23
）�『
日
本
霊
異
記
』
の
引
用
は
、
中
田
祝
夫
校
注
・
訳
『
日
本
霊
異
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
10
、
小
学
館
、
一
九
九
五
年
九
月
）
に
よ
る
。
な
お
、
興
福
寺
本
は
、
奈
良
女
子
大

学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
「
奈
良
地
域
関
連
資
料
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
っ
て
確
認
し
た
。

（
24
）
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
天
治
本
新
撰
字
鏡
（
増
訂
版
）』（
臨
川
書
店
、
一
九
七
三
年
十
二
月
）
に
よ
る
。

（
25
）�

三
品
彰
英
「
天
ノ
日
矛
」（『
建
国
神
話
の
諸
問
題
』
三
品
彰
英
論
文
集
第
二
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
二
月
、
初
出
一
九
三
三
年
二
月
）。
三
品
は
、
タ
ヂ
マ
モ
リ
が
「
矛
と
縵
と

を
か
か
げ
（
稿
者
注
：
垂
仁
の
）
御
魂
を
招
禱
す
る
こ
と
」
は
ウ
ズ
メ
が
「
縵0

や
矛0

の
類
を
も
っ
て
ミ
タ
マ
フ
リ
し
た
儀
礼
に
通
ず
る
」（
傍
点
マ
マ
）
と
す
る
が
、
天
皇
陵
に
「
縵
」

六
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垂
仁
記
「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
将
来
説
話
に
お
け
る
「
縵
」
と
「
矛
」
の
意
義

と
「
矛
」
を
捧
げ
る
こ
と
が
招
魂
の
呪
術
と
な
る
の
か
ど
う
か
は
検
討
を
要
す
る
。

（
26
）�「
風
土
記
」
の
引
用
は
、
植
垣
節
也
校
注
・
訳
『
風
土
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
5
、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
十
月
）
に
よ
る
。

（
27
）
小
島
瓔
禮
校
注
『
風
土
記
』（
角
川
文
庫
、
角
川
書
店
、
一
九
七
〇
年
七
月
）
に
「
カ
ヅ
ラ
の
神
秘
性
を
ふ
ま
え
て
い
る
」（
三
四
三
頁
）
と
あ
る
。

（
28
）
平
舘
英
子
「
う
ず
」（『
萬
葉
歌
の
主
題
と
意
匠
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
二
月
、
初
出
一
九
九
二
年
三
月
）。

（
29
）
土
橋
寛
「「
か
げ
」
の
話
」（『
美
夫
君
志
』
第
七
号
、
一
九
六
四
年
六
月
）。
土
橋
は
、
当
該
の
「
縵
」
を
「
カ
ゲ
」
の
用
例
と
し
て
扱
っ
て
い
な
い
。

（
30
）
増
田
美
子
「
鬘
考
」（『
古
代
服
飾
の
研
究
―
縄
文
か
ら
奈
良
時
代
―
』
源
流
社
、
一
九
九
五
年
三
月
、
初
出
一
九
八
三
年
十
二
月
）。

（
31
）�「
天
の
沼
矛
」
を
男
根
の
象
徴
と
解
す
る
も
の
に
、
例
え
ば
、
富
士
谷
御
杖
『
古
事
記
燈
神
典
』（
一
八
一
七
年
、『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
第
一
巻
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年

八
月
、
八
二
九
頁
）、
橘
守
部
『
難
古
事
記
伝
』
巻
一
（
一
八
四
二
年
序
、『
新
訂
増
補
橘
守
部
全
集
』
第
二
、
東
京
美
術
、
一
九
六
七
年
九
月
、
一
九
九
頁
）、
西
郷
信
綱
『
古
事
記

注
釈
』
第
一
巻
（
平
凡
社
、
一
九
七
五
年
一
月
、
一
〇
二
頁
）、
吉
田
敦
彦
『
大
国
主
の
神
話
』
第
二
・
三
章
（
青
土
社
、
二
〇
一
二
年
二
月
）
な
ど
が
あ
る
。「
天
の
沼
矛
」
に
限
ら
ず
、�

「
ホ
コ
は
男
子
性
器
の
象
徴
」（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
、
五
六
一
頁
）
と
さ
れ
、「
八
千
矛
神
」
や
「
天
之
日
矛
」
な
ど
の
神
名
・
人
名
は
そ
の
方
向
性
で
説
か
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
な
お
、
矛
を
男
根
と
み
る
諸
説
は
、
福
島
秋
穗
「『
古
事
記
』
に
載
録
さ
れ
た
天
之
日
矛
の
話
を
め
ぐ
っ
て
」（『
記
紀
神
話
伝
説
の
研
究
』
六
興
出
版
、
一
九
八
八
年

六
月
、
初
出
一
九
八
一
年
三
月
）
に
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
32
）�「
広
矛
」
に
つ
い
て
、
守
屋
俊
彦
は
「
王
権
の
象
徴
の
よ
う
に
も
と
ら
れ
る
」（「
大
国
主
神
の
神
話
に
つ
い
て
」『
記
紀
神
話
論
考
』
雄
山
閣
、
一
九
七
三
年
五
月
、
初
出
一
九
六
四
年�

三
月
）
と
し
、
鶉
橋
辰
成
は
「
国
土
支
配
の
象
徴
た
る
呪
的
な
矛
」（「
八
千
矛
神
神
話
の
考
察
―「
鎮
坐
」
を
中
心
に
―
」『
古
事
記
學
』
第
六
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）
と
す
る
。

（
33
）�

辰
巳
和
弘「「
ヒ
イ
ラ
ギ
の
八
尋
矛
」考
」（
和
田
萃
編『
古
事
記
と
太
安
万
侶
』吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
四
年
十
一
月
）。
辰
巳
は「
矛
は
統
治
権
を
象
徴
す
る
聖
標
で
あ
っ
た
」と
し
て
い
る
。

（
34
）�

高
崎
正
秀
は
、「
広
矛
」
に
は
「
国
魂
を
言
向
け
や
は
す
霊
力
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
（「「
矛
」
の
力
―
天
之
瓊
矛
・
平
国
広
矛
・
柊
八
尋
桙
な
ど
―
」『
神
剣
考
』
高
崎
正
秀
著
作
集
第
一
巻
、

桜
楓
社
、
一
九
七
一
年
二
月
、
初
出
一
九
五
三
年
四
月
）。

（
35
）�

津
田
左
右
吉
「
崇
神
天
皇
垂
仁
天
皇
二
朝
の
物
語
」（『
日
本
古
典
の
研
究
』
上
、
津
田
左
右
吉
全
集
第
一
巻
、
一
九
六
三
年
十
月
、
初
出
一
九
一
九
年
八
月
）。
ま
た
、
及
川
智
早
は�

「
不
老
不
死
の
霊
薬
」
と
す
る
（「
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
「
非
時
の
香
の
木
実
」
探
求
譚
に
つ
い
て
―
不
老
不
死
薬
と
徐
福
伝
説
―
」『
古
代
研
究
』
第
十
七
号
、
一
九
八
四
年
十
一
月
）。

（
36
）
三
浦
佑
之
「
多
遅
摩
毛
理
と
く
ら
も
ち
の
皇
子
―
異
次
元
空
間
の
否
定
性
―
」（『
文
学
・
語
学
』
第
七
十
三
号
、
一
九
七
四
年
十
月
）
な
ど
。

（
37
）�

尾
恵
美
「
垂
仁
記
「
非
時
の
香
の
木
実
」
の
物
語
―
天
皇
が
求
め
し
理
由
、
甚
凶
醜
き
女
と
の
関
わ
り
か
ら
―
」（『
中
京
大
学
上
代
文
学
論
究
』
第
九
号
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）。�
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國
學
院
大
學
紀
要
　
第
六
十
二
巻
（
二
〇
二
四
年
）

根
来
麻
子
（
8
）
前
掲
論
文
。
小
村
宏
史
（
9
）
前
掲
論
文
な
ど
。
な
お
、
吉
田
敦
彦
は
、
不
死
の
要
素
を
認
め
つ
つ
、
当
該
説
話
の
直
前
に
置
か
れ
た
丹
波
の
四
女
王
喚
上
説
話
と�

木
花
之
佐
久
夜
毘
売
の
神
話
と
の
類
似
性
に
注
目
し
、
天
皇
の
「
死
の
不
可
避
性
」
を
指
摘
す
る
（「
田
道
間
守
と
時
じ
く
の
香
の
木
の
実
」『
豊
穣
と
不
死
の
神
話
』
青
土
社
、

一
九
九
〇
年
十
二
月
、
初
出
一
九
八
八
年
四
月
）。

（
38
）（
8
）
前
掲
、
根
来
論
文
。

（
39
）
尾
畑
喜
一
郎
「
多
遅
摩
毛
理
伝
承
と
道
教
思
想
」（『
古
事
記
の
成
立
と
構
想
』
桜
楓
社
、
一
九
八
五
年
九
月
、
初
出
一
九
八
二
年
一
月
）。

（
40
）�

大
𦚰
由
紀
子
は
、『
古
事
記
』
編
纂
時
に
も
「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
に
「
繁
栄
・
不
変
と
い
っ
た
呪
性
を
観
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
（「
垂
仁
記
の
構
想
（
二
）

―
大
后
比
婆
須
比
売
命
の
物
語
的
意
味
―
」『
古
事
記
説
話
形
成
の
研
究
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
四
年
一
月
、
初
出
二
〇
〇
一
年
三
月
）。

（
41
）�（
1
）
前
掲
書
、
一
九
三
頁
。
中
野
謙
一
も
「
垂
仁
記
は
、
全
体
を
通
じ
て
垂
仁
か
ら
景
行
へ
の
皇
位
継
承
を
説
明
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（「
垂
仁
記
の
主
題
」

『
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
―
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
―
』
第
三
十
六
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）。

（
42
）�

松
本
弘
毅
は
、『
古
事
記
』
で
は
比
婆
湏
比
売
経
由
の
皇
位
継
承
の
保
証
を
貫
き
通
す
た
め
に
、
后
へ
の
木
の
実
献
上
と
陵
墓
記
事
が
特
記
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
（「
ヒ
バ
ス
ヒ
メ

と
垂
仁
天
皇
」『
古
事
記
と
歴
史
叙
述
』
新
典
社
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
初
出
二
〇
〇
七
年
五
月
）。

【
付
記
】

　

本
稿
は
、
令
和
四
年
度
古
事
記
学
会
・
風
土
記
研
究
会
合
同
大
会
（
二
〇
二
二
年
六
月
十
九
日
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
基
と
し
て
い
る
。
席
上
、
ご
意
見
・
ご
質
問
を
頂
い
た
皆
様
に

感
謝
申
し
上
げ
る
。

六
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